
2019 年 9 月吉日 

はりま電力株式会社 

 

「はりま電力 電気需給約款」の一部改定について 

 

 

平素より、はりま電力をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、このたび弊社では、消費税率改正に伴い 2019 年 10 月 1 日より電気需

給約款を改定いたします。改定内容につきまして、下記の通りお知らせいたしま

す。 

 

 

記 

 

【実施日】 

2019 年 10 月 1 日 

 

【改定内容】 

1. 別表 第 1表 電灯プランＡおよび電灯プランＢの電気料金単価を変更いたし

ます。 

2. 別表 第 1 表 ※（注釈文）消費税および地方消費税の税率改正に伴う取り

扱いについて追記いたします。 

 

【料金改定実施日】 

本年 10 月の検針日以降（11 月ご請求分）でご使用いただく電気料金より適用

いたします。 

以上 

 

 

 

 

 

 



【改定後】 

別表 

第 1 表 電力料金表 

⑴  電灯プラン A ※                                      (税込) 

 区分 単位 料金単価 

最低料金（最初の 15kWh まで） 1 契約 341.02 

電力量料金 

15kWh 超過 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

20.32 

120kWh 超過 200kWh まで 第 2 段階 25.80 

200kWh 超過 300kWh まで 第 3 段階 22.04 

300kWh 超過分 第 4 段階 25.36 

 

     

⑵  電灯プラン B ※                                      (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 356.48 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

16.29 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 20.37 

300kWh 超過分 第 3 段階 23.43 

               

 ⑶  低圧電力 ※ 

   契約単価は個別条件書に定める単価といたします。 

 

※法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、本契約の

有効期間内であっても、改正法令施工日以降は新たな税率に基づいて算出した金

額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価

等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金

額に改めるものとします。 

 



【改定前】 

別表 

第 1 表 電力料金表 

 ⑴ 電灯プラン A                                         (税込) 

 区分 単位 料金単価 

最低料金（最初の 15kWh まで） 1 契約 334.82 

電力量料金 

15kWh 超過 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

19.95 

120kWh 超過 200kWh まで 第 2 段階 25.33 

200kWh 超過 300kWh まで 第 3 段階 21.64 

300kWh 超過分 第 4 段階 24.89 

 

    

 ⑵ 電灯プラン B                                         (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 350.00 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

16.00 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 20.00 

300kWh 超過分 第 3 段階 23.00 

               

⑶ 低圧電力 

   契約単価は個別条件書に定める単価といたします。 

 

 


